
(証券コード 8995)
2019年６月３日

株 主 各 位
大 阪 府 堺 市 中 区 福 田 46 番 地

株式会社誠建設工業
代表取締役社長 小 島 一 誠

第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。
さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。
なお、本総会にご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議
決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年６月26日（水曜日）午後５時までに
到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 開 催 日 時 2019年６月27日（木曜日）午前10時
2. 開 催 場 所 大阪府堺市中区深井水池町3238

「サンパレス」４階大ホール
(会場へは末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、ご
来場ください。)

3. 目的事項
報 告 事 項 1. 第28期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告

及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

2. 第28期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類
報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
第６号議案 会計監査人選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。
◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp：//www.makoto-gr.com）に掲載させていただきます。
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（添付書類)

事 業 報 告

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
１. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気対策や金融政策の継続を

背景に、企業収益や雇用・所得環境等が改善され、設備投資も増加して、景気

は緩やかな回復基調にあります。

しかしながら、国内における人手不足や自然災害の影響、海外における米中

間の貿易摩擦や英国のＥＵ離脱問題の長期化等から、依然、景気の先行きは不

透明な状況が続いております。

当社グループの属する不動産業界におきましては、土地価格の上昇や建築コ

ストの高止まりなどの懸念材料はありますが、低金利の住宅ローンなどの後押

しにより比較的緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような環境下、当社グループは「より良い家をより安く提供する」とい

う経営理念の基に、地域に密着し、高品質低価格な建売住宅を主幹事業として

事業展開を図ってまいりました。

これらの結果、当連結会計年度における売上高は3,047百万円（前連結会計

年度比13.1％減）、営業利益は169百万円（同比42.6％減）、経常利益は194百万

円（同比37.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は134百万円（同比35.9

％減）となりました。

当社グループにおけるセグメント別の経営成績は次のとおりであります。

（戸建分譲住宅事業）

戸建分譲住宅事業におきましては、土地と建物をセットで売る「建売住宅」、

当社以外の不動産業者からの「請負住宅」、一般顧客からの「注文住宅・リフ

ォーム」を行っております。中でも建売住宅は良質な土地、品質重視の住宅に

流行の建築デザインを施す基本方針で取り組み、お客様の満足度を高める当社

グループの中核事業であります。

売上高につきましては、耐震・制震、断熱などの付加価値化に注力し、販売

促進を行った結果、当連結会計年度の売上高は2,978百万円（前連結会計年度

比13.1％減）となりました。
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（不動産仲介事業）

不動産仲介事業におきましては、連結子会社が営業部門を担当しており、主

として親会社である当社の建築した分譲住宅の販売仲介業務を展開しておりま

す。また、連結子会社各社に建売住宅の販売責任を持たせております。

当社の経営理念である「快適な居住空間の提供をお手伝い」という基本方針

に基づき顧客第一主義に徹し、地域に密着した宣伝・販売活動を行った結果、

当連結会計年度の売上高は68百万円（前連結会計年度比13.7％減）となりまし

た。

２. 設備投資等の状況

当連結会計年度中に実施した重要な設備投資はありません。

３. 資金調達の状況

該当事項はありません。

４. 対処すべき課題

当社グループが所属する不動産業界におきましては、同業者間の競争激化が

進む中、顧客からは、一層の高品質・低価格が要求されております。

このような環境のもと、現在の当社グループ全体の基盤となる中核業務は、

主に第一次取得者に対する分譲住宅の施工、販売業務であり、地元に密着した

事業展開を行い、地域ナンバーワンを目指す方針であります。

また、団塊世代の退職・少子化の問題に対応するため、一次取得者のみでは

なく二次取得者並びに富裕層に対する商品を開発・提供することを、重要な課

題として取り組みを行っております。

顧客の夢をいかに創造できるか、それを「家」という媒体にいかに特化でき

るかは、今後の大きな課題でありますが、それを実現するのは人材であり、会

社の発展のためには人材の採用並びに育成が特に必要であると考えておりま

す。
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５. 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

６. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

７. 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状

況

該当事項はありません。

８. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

９. 企業集団の財産及び損益の状況
(単位：千円)

期 別

区 分

第 25 期

（2015年４月１日から
2016年３月31日まで）

第 26 期

（2016年４月１日から
2017年３月31日まで）

第 27 期

（2017年４月１日から
2018年３月31日まで）

第 28 期
(当連結会計年度)

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

売 上 高 3,031,696 2,791,124 3,508,362 3,047,083

経 常 利 益 165,374 263,980 310,315 194,016

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

109,862 174,788 210,361 134,796

１株当たり当期純利益 54円61銭 86円88銭 104円56銭 67円00銭

総 資 産 4,193,851 4,738,986 4,822,031 4,519,802

純 資 産 3,005,727 3,199,008 3,360,519 3,423,287
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10. 主要な事業内容

事 業 主 要 製 品

戸建分譲住宅事業 建売住宅及び請負住宅

不動産仲介事業 建売住宅の仲介業

11. 主要な営業所

（1）当社

名 称 所 在 地

本社 堺市中区福田

支店 堺市北区中長尾町

住宅展示場 堺市堺区向陵東町

〃 堺市東区草尾

（2）子会社

㈱誠ホームサービス

名 称 所 在 地

本社 堺市中区深井清水町

支店 堺市東区日置荘北町

㈱誠design工房

名 称 所 在 地

本社 堺市中区福田

㈱誠エステート

名 称 所 在 地

本社 堺市中区深井北町

㈱誠コーポレーション

名 称 所 在 地

本社 堺市北区中長尾町
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12. 従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

34名 ２名減 47.3歳 13.1年

13. 重要な親会社及び子会社の状況

(1)親会社との関係

該当事項はありません。

(2)重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資本金
議決権
比率

主要な事業内容

千円 ％

㈱誠ホームサービス 堺市中区深井清水町 30,000 100.0 不動産仲介事業

㈱ 誠 design 工 房 堺市中区福田 30,000 100.0 戸建分譲住宅事業

㈱ 誠 エ ス テ ー ト 堺市中区深井北町 30,000 100.0 不 動 産 賃 貸 業

㈱誠コーポレーション 堺市北区中長尾町 12,500 100.0 不動産仲介事業

14. 主要な借入先の状況

借 入 先 借入金残高

千円

㈱ 紀 陽 銀 行 436,703

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 159,740

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 85,080

㈱ 三 井 住 友 銀 行 41,690

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 26,676

㈱ 池 田 泉 州 銀 行 1,705
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
1. 発行可能株式総数 7,000,000株

2. 発行済株式の総数 2,012,000株（うち、自己株式152株）

3. 株主数 721名（前期末比112名減）

4. 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

㈱ 誠 イ ン ベ ス ト 670,800株 33.34％

㈱ 誠 リ サ ー チ 160,000 7.95

㈱ ホ ー ム リ サ ー チ 131,800 6.55

小 島 俊 雄 120,000 5.96

小 島 一 誠 104,000 5.16

㈱ 不 死 鳥 イ ン ベ ス ト 70,000 3.47

誠 建 設 工 業 社 員 持 株 会 53,200 2.64

小 島 朝 子 48,000 2.38

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ
ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ

42,163 2.09

水 田 真 貴 子 40,000 1.98

（注）持株比率は、自己株式（152株）を控除して算出しております。

Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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Ⅳ 会社役員に関する事項
1. 取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

小 島 一 誠 代表取締役社長・経営全般

小 島 誠 取締役

平 岩 和 人 取締役経営企画室長

西 辻 文 博 常勤監査役

中 村 剛 司 監査役

松 本 俊 昭 監査役 ㈱ONE WORLD 取締役

（注）1. 西辻文博及び松本俊昭の両氏は、社外監査役であります。

2. 西辻文博及び松本俊昭の両氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員と

して同取引所に届け出ております。

3. 西辻文博氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有するものであります。

4. 松本俊昭氏は、会計事務所における長年の経験があり、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。

5. 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社の社外監査役２名は、独立・公正な立場にあり、内部監査部署並び
に監査法人と連携して監査を厳格に実施するとともに、取締役会に出席し
意見を述べ、社外取締役に匹敵する経営監視機能を発揮しております。
社外取締役の重要性については認識しており、社外取締役を導入すべく

社外取締役候補者の人選に向け、前向きに検討してまいりましたが、当社
の経営規模・体制にとっての適任者を確保できず、このような中で社外取
締役を設置することは、却って経営監視機能の実効性を損なう恐れがある
ため、現在まで導入に至っておりません。
今後につきましては、ガバナンスの向上のため当社にとって適任である

社外取締役候補者の人選に引き続き取り組むとともに、監査等委員会設置
会社への移行も含め鋭意検討してまいります。

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 ３名 28,200千円（うち社外 ― 名 ― 千円）

監査役 ３名 9,960千円（うち社外 ２名 7,560千円）

(注) 当事業年度末の取締役は３名、監査役は３名であります。
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3. 取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

取締役及び監査役の年額報酬については、株主総会の決議により定められた取

締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において決

定いたします。

各取締役の年額報酬は、代表取締役社長が取締役会に提案し協議のうえ取締役

会決議により決定し、各監査役の年額報酬は、監査役の協議により決定いたしま

す。

4. 社外役員に関する事項

(1)重要な兼職先である法人等との関係

社外監査役松本俊昭氏は、㈱ONE WORLDの取締役を兼務しております。

なお、当社と同社の間には特別の関係はありません。

(2)当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

監査役 西辻 文博
当事業年度開催の取締役会は14回の内14回、監査役
会は６回の内６回出席し、審議事項等に必要な発言
を適宜行っております。

監査役 松本 俊昭
当事業年度開催の取締役会は14回の内14回、監査役
会は６回の内６回出席し、審議事項等に必要な発言
を適宜行っております。
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Ⅴ 会計監査人の状況
1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額

13,000千円

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

13,000千円

（注）1. 会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合
計額を記載しております。

2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携
に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項
目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人
の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥
当性を検討した結果、会計監査人の報酬額等について会社法第399
条第１項の同意を行っております。

3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案の内容
として決定することといたします。
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に
おきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

Ⅵ 会社の体制及び方針
1. 業務の適正を確保するための体制

(1)当社企業グループの取締役及び従業員の職務執行が法令並びに定款に適合する
ことを確保するための体制
当社企業グループは、企業が永続的に存続及び発展するためには、コンプラ

イアンスの徹底が必要不可欠であると認識しております。この認識のもと、当
社企業グループの役員及び従業員が法令を遵守して、社会の構成員として求め
られる倫理観に基づいて行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めて
おります。
コンプライアンスについては、当社のコンプライアンス規程に基づき、経営

企画室に相談・通報体制を設けており、指導については当社企業グループの役
員、従業員に研修を通じて行います。別途、社長を委員長、各部門長を委員と
して「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、役員、従業員等が、
それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務運営にあた
るよう研修を行います。
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当社は、社長直轄の内部監査を定期に実施しており、当社企業グループの各
部門の業務実態を把握し、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正・妥
当かつ合理的に行われているか、会社の組織・諸規程が適正・妥当であるかを
調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努め、監
査結果を社長及び常勤監査役に報告しております。
また、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とし

た態度で対応し、反社会的勢力・団体との取引関係の排除、その他一切の関係
を持たない体制を整備いたします。

さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づいた財務
報告に係る内部統制を整備及び運用し、それを評価並びに是正する体制を構築
します。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務

権限規程に基づいて決裁した文書等は、法令及び文書管理規程等に基づき、定め
られた期間保存しております。

当該資料については、取締役及び監査役は常時閲覧することができるものと
します。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社企業グループは、様々な損失の危険に対して、損失の危険を最小限に抑

えるべく組織的な対応を行っております。現状は定期の会議において、当社企
業グループのリスク管理に関する意見交換を行い、事前に適切な対応策を準備
することに努めております。
リスク管理全体を統括する組織として、コンプライアンス・リスク管理委員

会を設け、有事においては、社長を本部長として「緊急対策本部」が統括して
危機管理にあたることとしております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月開催、取締役会には、監査役も出席して重要

事項の決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。
取締役会の機能の効率化を向上させるため、取締役の職務権限と担当業務を

明確にし、中長期の経営計画の立案、事業環境の変化への対応等、担当役員が
計画・施策等を立案し、取締役会開催日までに常勤の取締役間において、協議し
て議案の精度を高めております。
また、取締役会の決定事項、方針等を従業員に周知徹底するため、社長及び

各部門長が出席する業務推進会議を毎月開催しております。

(5)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社企業グループ（当社・子会社）においては、経営企画室及び当社監査役

が定期に監査を実施し、業務の適正を確保する体制を整備しております。
なお、子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、自主性を尊重しつ

つ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議等により適切な経
営管理を行っております。
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(6)監査役の職務を補助する従業員について

現在、監査役の職務を補助すべき従業員はおりませんが、必要に応じて、監

査役の業務補助のため監査スタッフを置くこととし、その人選については、取締

役と監査役が意見交換をすることとしております。

当該従業員の人事考課、異動などの決定には監査役の事前の了承を得るもの

とし、取締役から独立してその職務にあたるものとします。

(7)監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保す

るための体制

当社企業グループの取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれ

の事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告

することとしております。

監査役への報告を行った通報者に対しては、当該報告を行ったことを理由と

して不利益な取り扱いを行うことを禁止するものとします。

また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行

を把握するため、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席

するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必

要に応じて取締役または担当部門長にその説明を求めることとしております。

監査役の職務執行により生じる費用等については、当該監査役の職務の執行

に必要でないと認められた場合を除き、請求により会社は速やかに支払うもの

とします。

なお、監査役は、当社の会計監査人である監査法人から、会計監査内容につ

いて説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行うなど連携を図っております。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は当事業年度にコンプライアンス・リスク管理委員会を４回開催してお

ります。同委員会は、社長を委員長とし各部門長を委員として構成するととも

に、常勤監査役も出席しております。委員会では、コンプライアンスの問題及

びリスクの問題に関する調査、対応方法の検討及び決定、対応後の進捗管理を

行っております。当事業年度においては、コンプライアンス及びリスクには、

問題点はありません。

通報体制については、コンプライアンス規程に基づき経営企画室に相談・通

報体制を設けており、その運用状況をコンプライアンス・リスク管理委員会並

びに取締役会に報告しております。当事業年度においては、通報実績はありま

せん。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月20日 15時24分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



内部監査においては、当事業年度において事業所16回、子会社８回の監査を

監査役と協調して実施しております。監査結果は、代表取締役に報告するとと

もにコンプライアンス・リスク管理委員会へも報告しております。当事業年度

においては、重要な不備はありませんでした。

3. 株式会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、

継続かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。

配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役

会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株当たり25円としております。

内部留保金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応す

べく、経営体質の強化及び将来の事業展開に充当する予定であります。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間

配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在） (単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,418,404 流 動 負 債 616,653

現金及び預金 1,511,857 支払手形・工事未払金 278,978

受取手形・完成工事未収入金 377,297 １年内返済予定の長期借入金 271,732

販売用不動産 210,814 未払法人税等 825

仕掛販売用不動産 1,177,472 賞与引当金 5,556

未成工事支出金 105,351 完成工事補償引当金 1,040

その他 37,875 その他 58,520

貸倒引当金 △2,263 固 定 負 債 479,862

固 定 資 産 1,101,398 長期借入金 479,862

有形固定資産 737,074 負 債 合 計 1,096,515

建物及び構築物 93,497 純 資 産 の 部

土地 640,990 株 主 資 本 3,403,512

その他 2,585 資本金 578,800

無形固定資産 3,847 資本剰余金 317,760

ソフトウエア 683 利益剰余金 2,507,054

のれん 3,036 自己株式 △101

電話加入権 127 その他の包括利益累計額 19,774

投資その他の資産 360,476 その他有価証券評価差額金 19,774

投資有価証券 322,612

繰延税金資産 4,687

その他 33,250

貸倒引当金 △75 純 資 産 合 計 3,423,287

資 産 合 計 4,519,802 負債及び純資産合計 4,519,802
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連 結 損 益 計 算 書

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,047,083

売 上 原 価 2,531,229

売 上 総 利 益 515,853

販売費及び一般管理費 346,658

営 業 利 益 169,194

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,382

受 取 賃 貸 料 28,471

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,695

雑 収 入 5,659 44,208

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,249

減 価 償 却 費 11,892

雑 支 出 4,246 19,387

経 常 利 益 194,016

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 9,050 9,050

税金等調整前当期純利益 184,966

法人税、住民税及び事業税 43,466

法 人 税 等 調 整 額 6,703

当 期 純 利 益 134,796

親会社株主に帰属する当期純利益 134,796

― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月20日 15時24分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



連結株主資本等変動計算書

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 578,800 317,760 2,422,554 △100 3,319,013

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △50,296 △50,296

親会社株主に帰属する当期純利益 134,796 134,796

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 84,500 △1 84,498

当 期 末 残 高 578,800 317,760 2,507,054 △101 3,403,512

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価
差 額 金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 41,505 41,505 3,360,519

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △50,296

親会社株主に帰属する当期純利益 134,796

自 己 株 式 の 取 得 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

△21,731 △21,731 △21,731

当 期 変 動 額 合 計 △21,731 △21,731 62,767

当 期 末 残 高 19,774 19,774 3,423,287
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連結注記表

Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称

株式会社誠ホームサービス

株式会社誠design工房

株式会社誠エステート

株式会社誠コーポレーション

(2)非連結子会社名

該当事項はありません。

２.持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４.会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

②たな卸資産

販売用不動産・仕掛販売用不動産・未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）によっております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。
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②無形固定資産

自社利用のソフトウエアについて、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。

③完成工事補償引当金

建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービス費用の支出に備えるた

め、過年度の補償実績に基づき必要と認められる額を計上しております。

(4)その他連結計算書類作成のための重要な事項

①請負工事収入及び請負工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その

他の工事については工事完成基準を適用しております。

②消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

③のれんの償却方法及び償却期間

のれんは20年間で均等償却しております。
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Ⅱ.表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月

16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の

資産区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

Ⅲ.連結貸借対照表に関する注記

１.有形固定資産の減価償却累計額 350,516千円

２.担保提供資産及び対応債務

担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 68,514千円

土 地 414,807千円

投 資 有 価 証 券 7,384千円

計 490,705千円

(2) 上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 160,036千円

長 期 借 入 金 320,062千円

計 480,098千円

３.受取手形裏書譲渡高 137,133千円

４．連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処

理しております。

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末

日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

受 取 手 形 71,721千円

支 払 手 形 9,965千円
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Ⅳ.連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計

年度期首株式数
当連結会計

年度増加株式数
当連結会計

年度減少株式数
当連結会計
年度末株式数

普通株式 2,012,000株 ― ― 2,012,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金
の総額

1株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 50,296千円 25円
2018年
３月31日

2018年
６月29日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

2019年６月27日開催の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

株式の種類
配当金の
総額

配当の原資
1株当たり
配当額

基準日 効力発生日

普通株式 50,296千円 利益剰余金 25円
2019年
３月31日

2019年
６月28日
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Ⅴ.金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については主として預金等に限定しております。

資金調達については、銀行等からの借入及び社債発行による方針であります。

デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機

的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は主として当座預金及び定期預金であります。営業債権である受取手

形・完成工事未収入金は、建築請負工事に係る債権であり、顧客の信用リス

クに晒されております。当該リスクに関しては、当社の販売管理規程及び与

信限度管理規程に従い期日管理及び残高管理を行うとともに、与信状態を半

期ごとに把握する体制をとっております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主として

業務上の関係を有する企業の株式であり、時価については取締役会に報告さ

れております。

営業債務である支払手形・工事未払金は、全てが１年以内の支払期日であ

ります。

資金調達につきましては、担当部門が適時に資金計画を作成、更新すると

ともに、適正な手許流動性を確保することなどにより、流動性リスクを管理

しております。

借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。借入金の一部は変動

金利であり金利の変動リスクに晒されておりますが、その一部はデリバティ

ブ取引（金利スワップ取引）を利用する場合があります。なお、期末日現在

において契約残高はありません。

デリバティブ取引の執行・管理については、担当部門が決裁担当者の承認

を得て行っております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

④ 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち99.6％が特定の大口顧客に

対するものであります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 1,511,857 1,511,857 ―

（2）受取手形・完成工事未収入金 377,297

　 貸倒引当金（※） △2,263

375,034 375,034 ―

（3）投資有価証券 322,612 322,612 ―

資産計 2,209,504 2,209,504 ―

（1）支払手形・工事未払金 278,978 278,978 ―

（2）長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金を含む)

751,594 752,901 1,307

負債計 1,030,572 1,031,880 1,307

※受取手形・完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注）金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表さ

れている基準価格によっております。

負 債

(1) 支払手形・工事未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。
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(2) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合

に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

Ⅵ.賃貸等不動産に関する注記

当社及び一部の連結子会社では、大阪府堺市において、賃貸用のオフィスビル

（土地を含む。）及び賃貸用集合住宅（土地を含む。）の賃貸等不動産を有しており

ます。

当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は13,854千円（賃貸

収益は営業外収益に、主な賃貸用費用は営業外費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下の

とおりであります。
（単位：千円）

当連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 372,000

期中増減額 △10,976

期末残高 361,023

期末時価 409,073

（注）1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であ

ります。

（注）2 期中増減額は、賃貸等不動産の内装補修工事による増加額（787千円）及び

減価償却による減少額（11,764千円）であります。

（注）3 期末の時価につきましては、固定資産税評価額を合理的に調整した価額であ

ります。

Ⅶ.１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 1,701円56銭

2. １株当たり当期純利益 67円00銭

Ⅷ.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅸ.その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在） (単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,122,076 流 動 負 債 556,621

現金及び預金 1,281,631 支払手形 8,997

受取手形 261,194 工事未払金 223,257

完成工事未収入金 116,103 １年内返済予定の長期借入金 271,732

販売用不動産 212,269 前受金 2,600

仕掛販売用不動産 992,220 未成工事受入金 11,660

未成工事支出金 105,351 預り金 4,435

前渡金 141,415 賞与引当金 4,727

その他 14,154 完成工事補償引当金 1,040

貸倒引当金 △2,263 その他 28,171

固 定 資 産 1,210,995 固 定 負 債 619,862

有形固定資産 632,783 長期借入金 619,862

建物 90,099 負 債 合 計 1,176,483

構築物 30 純 資 産 の 部

機械及び装置 184 株 主 資 本 3,136,813

車両運搬具 938 資本金 578,800

工具、器具及び備品 481 資本剰余金 317,760

土地 541,048 資本準備金 317,760

無形固定資産 127 利益剰余金 2,240,355

電話加入権 127 利益準備金 12,000

投資その他の資産 578,084 その他利益剰余金 2,228,355

投資有価証券 322,612 繰越利益剰余金 2,228,355

関係会社株式 133,873 自己株式 △101

繰延税金資産 1,511 評価・換算差額等 19,774

その他 120,727 その他有価証券評価差額金 19,774

貸倒引当金 △639 純 資 産 合 計 3,156,588

資 産 合 計 4,333,071 負債及び純資産合計 4,333,071

― 24 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月20日 15時24分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



損 益 計 算 書

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,980,388

売 上 原 価 2,559,692

売 上 総 利 益 420,695

販売費及び一般管理費 272,843

営 業 利 益 147,852

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,859

受 取 賃 貸 料 20,211

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 2,720

雑 収 入 4,907 35,699

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,049

減 価 償 却 費 6,662

雑 支 出 1,593 14,305

経 常 利 益 169,246

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 9,050 9,050

税 引 前 当 期 純 利 益 160,196

法人税、住民税及び事業税 37,562

法 人 税 等 調 整 額 3,745

当 期 純 利 益 118,888
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株主資本等変動計算書

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 578,800 317,760 317,760 12,000 2,159,763 2,171,763 △100 3,068,222

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △50,296 △50,296 △50,296

当 期 純 利 益 118,888 118,888 118,888

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― 68,592 68,592 △1 68,591

当 期 末 残 高 578,800 317,760 317,760 12,000 2,228,355 2,240,355 △101 3,136,813

評価・換算差額等
純資産
合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計

当 期 首 残 高 41,505 41,505 3,109,728

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △50,296

当 期 純 利 益 118,888

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

△21,731 △21,731 △21,731

当期変動額合計 △21,731 △21,731 46,859

当 期 末 残 高 19,774 19,774 3,156,588
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個別注記表

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記
１.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産・仕掛販売用不動産・未成工事支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）によっております。

２.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物
附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについて、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

３.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。

(3) 完成工事補償引当金
建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービス費用の支出に備えるた

め、過年度の補償実績に基づき必要と認められる額を計上しております。
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４.収益及び費用の計上基準
請負工事収入及び請負工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事
については工事完成基準を適用しております。

５.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜き方式によっております。

Ⅱ. 表示方法の変更に関する注記
「『税効果会計に関する会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年

２月16日）等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他
の資産区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

Ⅲ. 貸借対照表に関する注記
１.有形固定資産の減価償却累計額 295,042千円

２.担保提供資産及び対応債務
担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産
建 物 68,514千円

土 地 414,807千円
投 資 有 価 証 券 7,384千円

計 490,705千円

(2) 上記に対応する債務
１年内返済予定の長期借入金 160,036千円
長 期 借 入 金 320,062千円

計 480,098千円

３.受取手形裏書譲渡高 137,133千円

４.関係会社に対する債権・債務
短期金銭債権 120,413千円
短期金銭債務 116,008千円
長期金銭債権 94,148千円
長期金銭債務 140,000千円

５．事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理し
ております。

なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手
形が、事業年度末残高に含まれております。

受 取 手 形 71,721千円
支 払 手 形 4,867千円
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Ⅳ. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 1,473千円

仕入高 747,258千円

販売費及び一般管理費 28,839千円

営業取引以外の取引高 9,726千円

Ⅴ.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数 152株

Ⅵ.税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 834千円

貸倒引当金 889千円

完成工事補償引当金 318千円

賞与引当金 1,447千円

投資有価証券評価損 20,262千円

その他 1,455千円

繰延税金資産小計 25,208千円

評価性引当額 △18,151千円

繰延税金資産の合計 7,056千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,545千円

繰延税金負債合計 5,545千円

繰延税金資産の純額 1,511千円
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Ⅶ.関連当事者との取引に関する注記

関連当事者との取引高は、次のとおりであります。

１.役員及び個人主要株主等 (単位：千円)

種類 氏名
議決権等の所有
(被所有)割合

事業の内容
又は職業

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引
金額

科目
期末
残高

役員及
びその
近親者

小島一誠
被所有
直接 5.1％
間接33.3％

代表取締役社長 ―
金融機関借
入債務被保
証（注）1

1,705 ― ―

小島俊雄
被所有
直接 5.9％
間接 3.4％

―
（注）2

―
金融機関借
入債務被保
証（注）1

1,705 ― ―

㈱フェニックス
代表取締役
（注）3

―
建設工事
請負

538,517

受取手形 261,194

完成工事
未収入金

115,687

（注）1 当社は、金融機関借入に対して代表取締役社長小島一誠及び小島俊雄氏

により債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

せん。

（注）2 小島俊雄氏は当社代表取締役社長小島一誠の実父であります。

（注）3 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社代表取締役社長小島一誠の近親者である小島俊雄氏が第三者（㈱フ

ェニックス）の代表者として行った第三者のための取引であります。工

事請負金額については、取引基本契約に基づき、工事原価を勘案した価

格交渉の結果に基づいて決定しております。

２.子会社及び関連会社等 (単位：千円)

種類 会社の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額

科目
期末
残高

子会社

㈱誠design工房

所有
直接 100％

当社販売住宅
の建設請負

請負工事
（注）1

745,545
前渡金 119,365

工事未払金 116,008

㈱誠エステート ―
利息の受取
（注）2

482 長期貸付金 94,148

㈱誠ホームサービス
当社販売
住宅の仲介

利息の支払
（注）2

1,200 長期借入金 60,000

事務所の賃貸
（注）3

3,333 ― ―

㈱誠コーポレーション
当社販売
住宅の仲介

利息の支払
（注）2

1,600 長期借入金 80,000
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取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1 工事請負金額については、当社と㈱誠design工房間で締結しておりま

す工事請負契約に基づき決定しております。

（注）2 資金の貸付及び借入は、グループ内資金の有効活用を目的としたもの

であり、利息については市場金利を勘案し合理的に決定しておりま

す。

（注）3 賃貸料については、近隣の取引実勢に基づいて、協議により決定して

おります。

Ⅷ.１株当たり情報に関する注記

１. １株当たり純資産額 1,569円00銭

２. １株当たり当期純利益 59円09銭

Ⅸ.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅹ.その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年５月17日

株式会社 誠建設工業
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 梅原 隆 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 仲下 寛司 ㊞

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社誠建設工業の2018年４月１

日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を

実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について

意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ

れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社誠建設工業及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に

係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年５月17日

株式会社 誠建設工業
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 梅原 隆 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 仲下 寛司 ㊞

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社誠建設工業の2018年

４月１日から2019年３月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と

判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ

の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び

その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及

びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第28期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した報告に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部統制部門その他の従業員等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企
業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、
財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において
開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任
監査法人から受けております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

　 2019年５月21日
株式会社誠建設工業 監査役会

常勤社外監査役 西 辻 文 博 ㊞

監 査 役 中 村 剛 司 ㊞

社 外 監 査 役 松 本 俊 昭 ㊞

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び経営体質の強化並びに今後の事

業展開等を勘案し、内部留保にも意を用い、安定かつ継続的な利益配分を基本方針

としていることから、下記のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円 総額50,296,200円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月28日
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第２号議案 取締役１名選任の件

経営体制の強化のため、取締役を１名増員することとし、取締役として古城敏夫

氏の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本取締役候補者の任期は当社定款

の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る 当
社 株 式 数

こじょう としお

古城 敏夫

(１９５５年
４月24日生)

1974年３月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

―株

2004年５月 ㈱誠ホームサービス入社

2004年８月 ㈱誠ホームサービス初芝支店長（現）

［取締役候補者とした理由］

同氏は、金融機関及び不動産会社での勤務を通じ

て豊富な経験と幅広い知見を有していることから、

当社の業務戦略推進並びに経営全般への貢献を期待

できると判断したため、取締役候補者とするもので

あります。

（注）1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. ㈱誠ホームサービスは、当社の連結子会社であります。

3. 社外取締役を置くことが相当でないと判断した理由は、次のとおりであり

ます。

当社の社外監査役２名は、独立・公正な立場にあり、内部監査部署並び

に監査法人と連携して監査を厳格に実施するとともに、取締役会に出席し

意見を述べ、社外取締役に匹敵する経営監視機能を発揮しております。

社外取締役の重要性については認識しており、社外取締役を導入すべく

社外取締役候補者の人選に向け、前向きに検討してまいりましたが、当社

の経営規模・体制にとっての適任者を確保できず、このような中で社外取

締役を設置することは、却って経営監視機能の実効性を損なう恐れがある

ため、現在まで導入に至っておりません。

今後につきましては、ガバナンスの向上のため当社にとって適任である

社外取締役候補者の人選に引き続き取り組むとともに、監査等委員会設置

会社への移行も含めに鋭意検討してまいります。
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第３号議案 監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役西辻文博、中村剛司の両氏が任期満了となり、

うち監査役西辻文博氏は本総会終結の時をもって退任となりますので、監査役２名

の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当
社 株 式 数

１

　 なかむら たかし

中村 剛司

(１９４３年
９月23日生)

1967年４月 田辺信用組合入組

12,000株

1998年７月 当社入社

1998年10月 当社専務取締役就任

2008年４月 当社取締役就任

2015年６月 当社監査役就任（現）

［監査役候補者とした理由］

同氏は、当社入社以来、取締役として財務及

び内部監査関連業務に携わり、2015年６月取締

役退任と同時に監査役に就任しており、職務を

適切に遂行していることから、当社監査役に適

任であると判断し、引き続き監査役候補者とす

るものであります。

２

※
きたむら けんすけ

北村 健介

(１９５５年
３月18日生)

1977年４月 ㈱幸福相互銀行（現㈱関西みらい銀

行）入行

―株

2005年４月 ㈱関西クレジット・サービスへ出向

2014年６月 ㈱関西クレジット・サービス監査役

就任

2019年３月 ㈱関西クレジット・サービス退職

［社外監査役候補者とした理由］

同氏は、金融機関での勤務を通じて豊富な経

験と幅広い知見を有しており、客観的な立場か

ら当社の監査を行っていただくとともに、経営

全般に対する助言をいただけるものと判断し、

今回社外監査役候補者とするものであります。

（注）1. ※は新任の監査役候補者であります。

2. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. 監査役候補者北村健介氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に定

める独立性の要件を満たしており、原案どおりに選任された場合、新たに

独立役員となる予定です。
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第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます西辻文博氏に対し、

在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退

職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監

査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

にしつじ ふみひろ

西辻 文博
2004年３月 当社常勤監査役

現在に至る

第５号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、2004年６月29日開催の第13期定時株主総会において、

年額15百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の

変化等、諸般の事情を考慮して、監査役の報酬額を年額30百万円以内と変更させて

いただきたいと存じます。

現在の監査役は３名（うち社外監査役２名）でありますが、第３号議案「監査役

２名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査役の員数は引き続き３名

（うち社外監査役２名）となります。
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第６号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本定時株主総会終結の時

をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに清稜

監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、監査役会が清稜監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、清稜監査法

人が当社の事業規模に適した監査法人であり、その独立性、専門性、品質管理体制、

監査報酬等を総合的に検討した結果、適任と判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 清稜監査法人

主たる事務所 大阪市中央区本町１丁目６番16号 いちご堺筋本町ビル

沿 革 1987年５月 清稜監査法人設立

概 要

出資金 22百万円

構成人員 社員 公認会計士 15名

　 職員 公認会計士 ５名

　 その他職員 ５名

　 合計 25名

関与会社数 ６社

2018年８月末現在

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉

― 42 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月20日 15時24分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



株主総会会場ご案内図

会場 大阪府堺市中区深井水池町3238

　 「サンパレス」４階大ホール

　 電話 072-278-2211

<交通のご案内>

◆泉北高速鉄道深井駅より徒歩５分

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月20日 15時24分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）


